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家電リサイクル法対象品ɹˎ出しํは��ϖーδをࢀরしてください。出ͤないもの

家電製品全般

出せる
もの
主な品目

●時ܭ

●ΤΞコン

●こたつ

●ચ୕ػ・ҥྨס૩ػ

●ήーϜثػ（ιϑト含む）

●ྫྷଂ・ྫྷ ౚݿ

●$DϥδΧη●σδタルΧϝϥ●ドϥイヤー●ύιコン

●除ػ●ઔ෩ػ●電ࢠϨンδ

●ϑΝンώーター

●テϨϏ

●ͻ͛ంり●Ξイϩン●電●ϏσΦ・D7DϓϨイヤー
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出し方のルールとマナー
●粗大ごみの日か資源ごみストックヤードに出してください。
●基本的に電気や電池を動力源とする家電品全般となります。
●家電リサイクル法対象品は出さないでください。
●小型家電用コンテナに入れてください。
●電池や燃料は抜いてから出してください。
●付属品を取り除いて出してください。

以下の点に注意してください。

デジタルカメラやゲーム機等の使用済小型家電に含まれる貴金属やレアメタル等の資源の有
効利用や有害物質を含む廃棄物の適正処理の確保を図ることを目的に、平成25年4月1日に使
用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（小型家電リサイクル法）
施行されました。町ではより多くの品目をリサイクルするため、小型家電以外に
も広く家電品全般を回収対象としています。

参 考

小型家電用コンテナへ

粗大ごみへ

※小型家電品の回収は、役場や連絡所でも随時実施しています。

※ハードディスクなど個人情報が含まれる
ものは、必ずご自身で読み取れないよう
処理をしてから出してください。

小型家電品

●こたつ

●こたつ本体

●電気スタンド

小型家電用コンテナへ

不燃ごみへ（LEDを含む）
※蛍光管は「有害ゴミへ」

●電球

●スタンド本体

●テーブル・ふとん

そのまま入れる
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